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1序 論一 現代 日本における規範の状況依存性

1970年 代、日本論が一種のブームとなった時期があった。 日本に関する書物の冊数 は、そ

れまでの年20冊 前後から倍増 し、その後 しばらく増加傾向が続いた という。そ して、現在で

も日本について著 した新刊 を多く見かけるから、ブームは現在で も続いていると言えるかも

知れない。この時期以前にも日本論 は勿論あった。それどころか、数量的には今回に及ばな

いとはいえ、実はブームと呼べるもの も幾度かあったのである。その最初 として、幕末から

明治維新の時期、次に、太平洋戦争後 から昭和20年 代の時期を挙げることができる。 これら

過去二回の 日本論 ブームの共通 した背景には、異質な社会、新 しい価値観 と対峙しなければ

ならない状況があったが、その中でこれらの時期の日本論では、 日本の西洋社会に対する後

進性 を強調 し、それを挽回しようとす る論調が支配的であった。これに対 して、1970年 代以

降の日本論では、 日本の経済大国化を背景として、日本の特質を再評価 しようとする ものも

多い(野村総合研究所編、1978)。

さて、現時点までに提出されて きた警 しい 日本論の中で筆者が目を通 した ものは極 く一部

であるが、その範囲でも、次 に挙げるような、ある種似通 った記述 をしば しば発見すること

がで きる。

彼ら(二 日本人)は善 と悪 を絶対的 なもの と見なすこ ともない。 日本人の倫理は実際的

(pragmadc)・ 相対主義的かつ状況的(siIuational)である。(Koesder,1966,0内 引用者)

彼 ら(=日 本人)は無上命法や黄金律 に訴えることは しない。是 とされる行動はその行動

が現われる世界 と相対的である。(中 略)さ らに、おのおのの世界の掟はその 「世界」の

中で条件が変化するに従 って、いちじるしく異なった行動が当然なすべ き行いとして要求

一41一



教育 ・社会 ・文化研究紀要 第3号

さ れ る よ う に定 め られ て い る 。(ベ ネデ ィ ク ト、1967=1972、pp.224-225、O内 引 用 者)

日本 人の 価 値 観 の 根 底 には 、鍵 を設 定 す る思 考 、 あ る い は論 理 的 探 求 、 とい っ た もの

が 存 在 しな い か 、 あ る い は あ っ て も きわ め て低 調 で 、 そ の代 わ りに直 接 的 、感 情 的 人 間 関

係 を前 提 とす る雌 理 が 強 く存 在 して い る とい え よ う 。(中根 、1967、p.173、 下 線 部

原 著 傍 点)

突 発 的 な激 変 の 可 能 性 を含 ん だ予 測不 可 能 な対 人 関 係 に お い て は、 日本 人が 自然 に対 し

て 示 す の と同 じ よ うに 、 自分 を相 手 との 関 係 の 中へ 投 げ 入 れ 、 そ こで 相 手 の 気 の 動 き を肌

で 感 じと って 、 そ れ に 対 して 臨 機 応 変 の 出 方 を しな くて は な ら な い。 自分 を相 手 にあ ず け

る 、 相 手次 第 で 自分 の 出 方 を 変 え る と い う の は 、 最 も理 に か な っ た 行 動 様 式 と な る 。(木

木す、1972、p.124)

日本 人 の 自我 は 、他 者 の反 応 を 意 識 あ る い は期 待 して他 者 に対 して行 為 し、一 方 他 者 は 、

自我 の 期 待 に 沿 っ て あ る い はそ れ に反 して 反 応 す る こ とで 、自 我 の 更 な る行 為 に影 響 を与

え る 。(中 略)私 は こ の 傾 向 を 「相 互 作 用 的 相 対 主 義 」(interactionalre且atMsm)と 呼 ぶ 。

(Lebra,1976,p.7)

日本 は 、 日本 人 の ア イ デ ンテ ィ テ ィの 基 盤 を何 ら か の 普 遍 的 、 絶対 的 な イデ オ ロギ ー に

求 め る こ とな く発 展 す る こ とが で きた 。(qark,1977,p2)

い か な る規 範 的形 式 も、 身体 を超 時 空 間 的 に捉 え る 一 貫 し た 戦 略 と は な りえ な い(大 澤 、

1986、p.64)

どの よ うな 状 況 に も普 遍 的 に通 用 す る真 理 や 法 則 、 基 本概 念 や倫 理 が あ り う る とい う考

え方 が 、日本 に は ほ とん ど存 在 し な い。(Wolferen、1989=1990、 上 巻p.44)

か か る 記 述 は 個 別 分 野 に つ い て も見 られ る 。 まず 法 に 関 して 、 中 川(1989)は 、 日本 の法 制

度 の 特 徴 と して 、第 一 に、 判 例 の拘 束 が弱 く、法 の論 理 が 現 実 に 押 し戻 さ れ る こ と 、第 二 に 、

制 定 法 に お け る 法 概 念 の 意 味 に幅 が あ り、 不 確 定概 念 の 意味 内 容 が状 況 に よ っ て 定 め られ る

こ とを 指 摘 して い る 。 後 者 に関 し て は 、 川 島(1967)に も 同様 の 指 摘 が あ る が 、 そ の 川 島 は ま

た、 次 の よ う に も述 べ て い る 。

(日 本 に お け る所 有権 の 意 識 に お い て)そ の 時 その 時 の事 実 の 状 態 が 権 利 の規 範 的 内容 に

影 響 を 及 ぼす の で あ り、したが っ て 、そ こで は皇 寒 と規 範 とは 明 確 に分 裂 し対 立 して はお ら

ず 、事 実 と規 範 と は 、は じめ か ら妥 協 す る こ とが予 定 さ れ て お り、 いわ ば 「な し くず し1に

連 銃 し てい る の で あ る 。(同 上、p.85、 下 線 部 原 著傍 点 、0内 引 用 者補 足)
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さらに、 これと同 じ趣旨の指摘が和田(1994)に も見られる。

日本人の規範意識の基本 となる特徴は規範(Sollen)と事実(Sein)の一元化 に見いだされる

のであって、他者 に対 して何を求め ることがで きるのか(物権的にせよ債権 的にせ よ)とい

うことの判断基準が、権利義務規範 に見られるような準則化による一律的 ・論理的な推論

の方向を向いてい ない(p.212)

わが国では、事実がこうであるか ら今現在の規範はこうであるべ きだという 「規範 と事

実の一元的把握」がかな りのところまで許されているよ うに思われる。(p.244)

もう一つ例 を引こう。

日本では、法律 に基づいて双方の主張に断を下すことが必ず しも正義 と受け取 られると

は限らず、むしろ、体面とか思惑 とか も含めて経済的 ・心理的な全事情を勘案 しつつ状況全

体の脈絡の中で全利益の均衡と調和 を図ることが求め られるのである(小山 ・北村、1991、

P.3)(2)

次 に思想の分野では、丸山真男の古典的著作(1961)の 中に次のような記述がある。

あらゆる時代の観念や思想に否応 なく相互連関性を与 え、すべての思想的立場がそれと

の関係で 否定 を通 じてでも一 自己を歴 史豊に位置づけるような中核あるいは座橿軸

に当たる思想的伝統はわが国には形成されなかった(p.5、下線部原著傍点)

最後に宗教について、中村元(1989)は 次のように指摘す る。

日本人の ように、仏教の戒律をほとんど全面的に放棄 して しまった民族は、東洋の他の

国々には存在 しないのである。(中 略)戒 律 は守らぬが、閉鎖的な人間結合組織の利害問

題に関 しては献身的である ということは、あまね く日本の宗教者一般に認められる現象で

ある。(中村、1989、pp.65-6)

有限に して特殊なる人間結合組織 を絶対視す る傾向は、おのずから普遍的なる人間の理

法を無視する傾向にはしりやすい。すなわち、いかなるとき、いかなるところにおいても

人間の遵守すべ き法の存することを無視 して、自己の所属する人間結合組織の現在の状況

にとって好適であるか不適であるか ということが、その まま善悪決定の基準 となって しま

うのである。(同上、p.92)

日本論には、日本についての客観的記述に徹せんとす るものもあるが、日本について何ら

かの評価を下そうとするものが少な くない。その評価には肯定から否定までの様々なヴァリ

エーションがあるが、興味深いことに、この種の記述はそれらに一貫 してみられるのである。
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これ らの記述が似通って見える以上、そこには何 らかの共通点が存在すると考えるのが自然

である。では、そうした共通点を一言で記述するとすれば、どのような表現が適当であろう

か。橋爪(1991)は 、日本人の倫理(観)が 「状況依存的」であると述べているが、上に見てきた

様々な記述は、この 「状況依存的」の一語によって総括 し得 るものと思われる。そ して本稿

では、「状況依存的なること」 を名詞で 「状況依存性」 と仮称することとし、専 ら規範の

「状況依存性」について考察する6x4)。

さて、「状況依存性」が 日本論者達の 「共同幻想」ではないことを示すデータが若干なか

ら存在する。1971・1976年 に輿論科学協会(第1回)、 日本人の法意識研究会(第2回)が 行った

法意識調査によれば、次のような結果が出ている(日本文化会議、1973、1982、O内 第2回)。

◎訴訟や調停な どに関す る意見を問 うた質問(択一式)で 、「訴訟 をするほうがよいと思えぱ

どんどん訴訟 をすべ きである」が9(8)%で あるのに対 して、「訴訟をす るとい うのは好 ま

しくないが、調停や裁判所での話 し合いぐらいならどんどんやってよい」が40(43)%、 「で

きるだけそういうことをしないで、私的な話 し合いで解決するよう努力すべ きである」が

47(41)%と なっている。

◎ 「いちど交わ した契約が何年かたって、実情 にそぐわなくなった とき、あなたはどうします

か」の質問に、あ くまで も守る という回答 が32(32)%で あるのに対 し、「話し合ってその

契約を守らな くてもすむようにしてもらう」が64(62)%で ある。

◎第1回 調査で、「法律は どんなときにも守るべ きである」が43%に 対 し、「目的が本当に正

しい ものだと確信が もてるときには、法律 をやぶることもやむをえない」が51%で ある。

第2回 調査で、「自分の意見では正 しくない と思 う法律(い わゆる悪法)で も、国の法律 で

ある以上は守るべ きである」 という意見に対 して、賛成29%に 対 し、「必ずしも全面的に

賛成で きない」が59%、 「全 く反対」が7%で ある。

◎好 きな公務員のタイプ として、「いつ どんなときでも、法をまげることな く、文字通 りに

それを適用しようとする人」を選んだのが29(20)%で あるのに対 し、「法の狙いをくんで、

臨機応変に法 を適用しようとする人」が66(73)%で ある。

◎法律 と制裁について、「法律は状況によって制裁を加 えるか どうか判断すべ きもので、文

字 どお り適用するのは よくない」が62(66)%、 「法律は守るためにあるのだから、違反 し

た場合は必ず制裁するということでなければ意味がない」が34(26)%で ある。

無論、こうしたデータか ら日本における規範の状況依存性 を云 うためには、広汎な国際比

較が必要 となるのであるが、上のデータは、 日本における規範が、少な くとも後述する 「普

遍主義」 からは程遠いことを示唆 していると言えよう。

一方、国際比較 としては、Rokumoto(1978)が 、法的問題 とその解決に関する東京 とロン ド

ンの調査を比較 して、日本 においては紛争が一般的ルールの適用 によってよりもむ しろ当事

者相互の利害の調整によって解決される傾向が相対的に強いこと、およびルールに対する 日

本人の相対的無関心を示唆 している。

ともあれ、少な くとも現在の日本において、規範がかなりの程度で状況依存的であること

は否定で きない と思われる。では、こうした」犬況依存性 はいつ、どのように発生 し、いかに
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、して現存 に齊されたのであろ うか。その探究こそ本稿の課題である。

巫 「規範(意識)の状況依存性」の概念規定

前章で指摘 した、 日本における規範(意識)の状況依存性 の起源 について具体的に検討する

前 に、「規範(意識)」 が 「状況依存的」 であることについての若干の理論的考察を行 い、概

念を規定 しておきたい。

(1)本 稿における中心的概念の規定

本稿では 「規範」 を次のように定義する。すなわち、

「ある社会を構成 している人々を規制 している共通の行為基準 もしくは規則」(鈴 木幸壽

他監修 『全訂版 社 会学用語辞典』学文社、1992)(5)

次 に、「規範意識」 とは、かかる 「規範」が個人の人格に内面化されているものを指す(前掲

『社会学用語辞典』;濱 嶋他編 「社会学小辞典』、1982;森 岡他編 『新社会学辞典」、1993)。

こうした 「規範(意識)」が状況依存的であるとは、その規範億 識)の属性 として、その通用

範囲が広かれ狭かれ或る状況に限定 されることを言 う。この 「状況」には、大別 して三つの

局面が考えられる。すなわち、時間 ・空間 ・対象である。

さらに、本稿ではこの他 「規範認識」 という概念を用いるが、これは 「規範(意識)」 とは

区別 されねばならない。なぜ なら、規範(意識)そ れ自体の昼性 としての状況依存性 と、その

規範が どれほど状況依存的であるかの認識は別だからである。例えば、ある成文法規範が一

国内では時 間 ・対象の点で無限定に通用すると規定されていても、国民がそれをそうしたも

の として認識 しないかも知れ ない⑥。 また、ある人が、ある規範の普遍性を如何程の ものと

考 えているかに拘わらず、その規範がある種の状況依存性 を有するかの如 く行動するとすれ

ば、その人のその規範に関す る認識は、その行動が示す様相(=局 面 と程度)において状況依

存的であると言える。 しか し本稿では、特に断 らない限 り、「規範が状況依存的であ る」と

言 った場合、規範(意識)に限 らず、こうした規範認識が状況依存的であることをも意味する

もの とする。

ところで、先に挙げた三つの局面における状況依存性 は、個々の規範の属性 としても考え

られるが、例 えば時限立法や地域特別立法などの法規範 について、前者が時 間的に、後者が

空間的に 「状況依存的」であるというのは違和感があろう。これは、そうした法が憲法など

の相対的に普遍的な法規範の体系の中に位置づ けられる存在であることによる。そこで、こ

うした用法(表現)を原理的には認めつつ も、一般 に、ある社会について 「規範が状況依存的

である」 と言った場合、時間的 ・空間的 ・対象的に限局 された(諸)規範の上位の、あるいは

それを統括す る(少なくとも当該社会に)普遍的な規範が存在 しないか、あるいは存在 しても
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その普遍性を十分に認めない規範認識が支配的であるという事態を指す ものとする。

(2)「規範の状況依存性」の理論的考察

社会学の領域でこれに関連 した叙述を探すならば、やは りパ ーソンスの 「型の変数」中の

「普遍主義 一個別主義」変数 を想起せねばなるまい。「型の変数」(pattemvariables)と は、「い

ずれの行為者に よるどの ような経過 をたどる行為も」、そのそれぞれにおいて一方 を選択 し

なければならない 「五つの二分様式」の組であ り(パ ーソンス、1954=1960、p.77)、 その一

つである 「普遍主義一個別主義」(Universalism-Pa直icu且arism)変 数は、次のように定義 さ

れる。

どのような状況に出会 うさいにも、行為者は、その部門に属する躯 エの客体 をおお う

一般的な規範 に従って、状況内の客体を取 り扱うべ きか(=普 遍主義)、 それとも、その客

体が一般的規範のもとに包摂されていることにかかわ りなく、その客体が彼ない し彼の集

合体に対 して もつなんらかの特定の関係のなかで、どういう位置 を占めるかにしたがって、

それ らを取 り扱 うべ きか(=個 別主義)、 というジ レンマ に直面す る。(パ ー ソンス、

1954=1960、pp.130-131、 下線部訳書傍点、0内 引用者)

型の変数は 「本来的には文化的な価値志向の型であるが、パーソナリティと社会体系の両

方に編み込まれるようになる」(同上、p.127)。文化 ・パ ーソナリティ ・社会体系のそれぞれ

の側面における 「普遍主義」 と 「個別主義」 は、次のように定義される。

文化の側面:

①客体がもつ一般的な属性 ・能力ないし成就 と、②行為者に固有の性質(分類的ない し関

係的な性能ない し成就)に対 して客体がもつ特別の関係のうちで、

普遍主義…① をより重視するよう行為者に義務づける規範型

個別主義…② 〃

パー ソナリテ ィの側面:

①一般化された関係において定義 される規準 と、②客体 との関係の体系内で自己 と客体が

占める位置に即応するような、特 別の選択の規準のうちで、

普遍主義…①によって導かれようとする行為者の側の要求性向

個別主義…②"

社会体系の側面:

成員資格の認定や待遇の差別の決定において、①一般化 された関係において定義 される標

準 と、②客体の地位に対する行為者自らの地位(分類的ないし関係的な性能ない し成就)の

特別な関係か らする標準のうち、

普遍主義…① に優先権 を与えようとする役割期待
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個別主義…② 〃(同 上、pp.131-2)

さて、本稿での用語を用いて、規範 について この変数 を考えてみるとき、文化および社会

体系の側面 におけるそれ、す なわち 「規範型」 と 「役割期待」は、本稿でい う 「規範」がこ

の変数のどこに位置づけられるかを指 示する上位規範であ り、パーソナリテ ィにおけるそれ

は、本稿での 「規範認識」であると言 えよう。 しかし、前者について言えば、かかる上位規

範が必ず存在するか どうかは疑問である。この疑問は、次 のような極端なケースを考 えてみ

るとより強 くなる。ある社会が全 き 「個別主義」をとっている場合 、行為者は凡そ一個の客

体 と見倣 され得るあ らゆる客体に対 して、「一般的標準」 には拘束 されない、客体に よって

まちまちの対応をすることになる。 しかも、一つの客体 といえども、状況が時間的 ・空 間的

に異なれば、異なった客体 として認識(定義)さ れ得るから、結局行為者は、各瞬間々々に全

くランダムな対応をするとい うことになる。こうした対応 を行為者 に 「義務づける」上位規

範の存在 というのは、不可能ではないとしても、極めて想定 し難いのではないだろうか。勿

論現実にはかかる極端な事態 もまた殆 ど想定で きないが、規範が状況依存的であることを指

示する上位規範 とい うものが、我々の 日常的感覚には不 自然であ りの、特に規範の状況依存

性が高い場合には、かかる上位規範の不在を十分に想定 し得ると言えよう。 したがって、あ

る社会の現象形態が 「普遍主義一個別主義」の軸上に位置づけられ得ることは首肯で きるが、

そこには必ず しもそのように現象せ しめている上位規範が存在するとは限らないのではない

か。そこで、専ら現象としての 「普遍主義一個別主義」 を考えてみると、ある社会における

行為者が、「客体 との関係の体系内で自己と客体が占める位置に即応」(同上 、p.131)して行為

する二般宜瞳1が 観 腿 とき、その社会はかかる軸上において、より 「個別主義」に近

い値 を示 していると言えよう。

これを本稿で言 うところの 「規範」の 「状況依存性」 と結びつけてみると、まず 「規範」

とは、パーソンス理論に言 う 「規範型」すなわち上位規範ではな く(8)、具体的な行為 の場面

において行為 を導 く 「規準」 であり、 さらにその 「規範」の状況依存性とは、まさに当該社

会の 「普遍主義一個別主義」変数の値そのものであると言 えよう。 したがって、その値が

「個別主義」に近いほど、その社会における規範 は状況依存的であると言える。これを個人

の レヴェルで見れば、ある個人のパーソナリティにおけるこの変数の値が 「個別主義」 に近

いほど、その個人の 「規範認識」は状況依存的であると言えよう。(9}

状況依存性に関連する先行理論研究 としては、他に濱口(1966)を 挙げるこ とができる。こ

の研究は、日本(人)の 状況依存性(濱 口の用語では 「状況性」)の 原理的解明が焦点 となっ

てお り、本稿の関心により近い。ここでは、パーソンス理論が次のように発展的に修正されて

いる。まず、「型の変数」系が 「価値 ・状況 ・態度」系へ とパラフレーズされ、さらにそれ

が、「基準系(規範 または標準)」から参照 されることによって「基準系」その ものを設定 し直す

機能をもつ 「二次的間接系」 として位 置づけられている(モ デルの全体像は下図参照)。 そ

の うえで、「普遍 ・論理主義(universalism-10sicism)」的基準系に原則 として依拠 し、二次 的間

接系への参照が比較的少ない 「規範的」行為 と、基準系が不確定で、それを設定する二次的

間接系が中心的な役割 を果たす 「状況的」行為が理念型的に区別されている。
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選択的志向 による
行為者の欲求充足
もしくはその阻害

ぐイ ン ・プ ッ ト=ア ウ ト・プ ッ ト系 〉

(
フ
ィ

ル

タ

ー

)

コ
ミ

ッ
ト
メ
ン
ト

基 準 系
(規範 または標準)

議 繁㈱ 目標・カ・ク… 行為細

サ ー ボ ・メ カ ニ ズ ム

〈フ ィー ド ・パ ッ ク 系 〉

設
定

〈ブイー ド ・・馬 舜 瓶 累ダ' 漏魏(価 値 ・態度 ・状況)

行 為 志 向 体 系 の サ イ バ ネテ ィ ッ ク ・モ デ ル(濱 口 、1966、p.60)

このモデルにおいて、本稿で言う 「規範」は 「基準」、「状況依存的」は 「状況的」にほぼ

相当 しよう。さらに、このモデルでは前述の如 く 「型の変数」系が 「価値 ・状況 ・態度」系へ

とパラフレーズ されているが、先 に考察 した一 「普遍主義一個別主義」軸、本稿

で言う規範の状況依存性は、これに関連 して、もはや 「二次的間接系」 内の一変数 というよ

り、システム全体の作動機序の一特性 として、中心的には 「基準系」の可変性 と 「二次的間

接系」への参照の度合であると考えられよう。以上の ようなメカニズム ・モデルは、その詳

細の検討 については、日本における規範の状況依存性の歴史的な発生機序 と現象形態を探究

する本稿の問題関心の将外 にあるが、状況依存性を説明する一つのあ り得るモデルである と

は言える。ただ し、次の二点にだけ注意 しておこう。第一に、「(状況的)行為者の専らの関

心事は、その置かれた所与 としての状況に、如何にうまく適応的に対処するかであ り、した

がってその志向 の基準は、当該状 況に対す る適合性(congruency)や 社会的 な適切 性

(adequacy)と いう、状況適応の条件 を満たす ように設定 される」(同上、p.63)と あるが、パー

ソンス理論の言 うような上位規範を必ず しも想定する必要が無かったの と同様、かかる 「志

向の基準」は必ず しも上位規範であるとは言 えない。 第二に、「特定集団内の現状 さえ維持

されるなら、自己の集団 を含む全体的な社会体系も、その存続が危 うくなることはない、 と

いう行為者の意識」や、「人間の持つ認識的 ・評価的能力」への 「信頼」(同所)は 、現代 日

本につ いて言えば頷けないこともないが、同 じわが国で も例えば本稿後編で見るような中世

の行為者の行為 を見ると、ア ・プリオリには想定 し難い。

さて、パーソンスも濱口も二つの極 を設定 しているため、ともすれば状況依存性変数は普

遍一個別の二分法的に捉 えられがちであるco)。こうした ところか ら、例 えば西洋=普 遍主義

的、日本=状 況依存的といった短絡的な 「日本特殊論」 も出て くるが、か くの如 き考え方で

は、例 えば後に見るように、かつて西洋がより状況依存的、日本が より普遍主義的であった
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という歴史的事実 を見落 とす危険性が ある。 したがって、状況依存性は普遍 一個別を両極と

す る連続体(continuum)を 構成すると考 えるべ きである。

最後に若干の補足 をしてお きたい。第一に、規範がどれほど規範 的であるか、つま り規範

の 「規範性」といったものを考えるな らば、規範の状況依存性は、「規範」の定義よ り、「負」

の規範性であると考 えることができる。なぜなら、規範が 「規則」の一種である以上、その

「規則」の限定性は、「規則」の 「規則性」を減ぜ しめる ものだからである。 このことは、極

端 な例 として、先のパーソンス理論の検討のところで考えた、極度 に状況依存的な事態 を考

えるとより明瞭であろう。こうした事態において規範が存在する とは言えまい川 。第二に、

後 に言及す る一次資料には法あるいは法行動に関するものが多い。 しかし、法は規範 の一種

に過 ぎないため、こうした資料から規範一般について語 るのは、明 らかに危険である。ただ、

規範(意識 ・認識)そ れ自体、特 に過去のそれは観察が困難なため、比較的史料に恵まれてい

る成分法典 ・慣習法あるいはそれをめ ぐる法行動が最も有効な観察対象となる。また、本稿

の関心か らすると、ある社会の規範が全体的傾 向として普遍主義 をとるとき、独 り法規範の

みが状況依存的であ り得 ることは、「普遍」主義の性質 に鑑みて想定 し難い。それゆ え、法

規範が状況依存的であるときは、当該社会の規範一般 も少なくともそれと同程度には状況依

存的であると推察 しても大過 なかろう(12)。

皿 起源の考察

(1)先 行仮説

1章 で指摘 した、現代 日本における規範の状況依存性は、無論、現代になって突然現 われた

ものではあるまい。では、それはいつ ごろ発生 したものなのであろうか。また、日本が一つの

国家としてまとまりをなして以来(13)、その社会の形態は絶 えず変化 してきたのであるから、

ある時点で規範が状況依存的になって今日に至 っているとしても、その程度や現象形態は時

代 によって異なると考えるのが自然であろう。ではその変遷はいかなるものであったか。本

章ではこれらの問題 について考察する。

そこで、本節ではまず、これ まで提出 されて きた仮説を一覧 してお く。管見の限 りでは、

状況依存性の発生の原因や起源に関する仮説は、次の四つのカテゴ リーに分類できる(14)。

①近世(二織豊または江戸時代)起源説(水林、1983;中 村牧子、1988;佐 藤、1988;Wolferen、

1989=1990)

②多神教的宗教説(山本、1977)

③ 自然環境(風土)説(木村、1972)

④ 異質性 ・被侵略可能性の欠如説(中根、1967、1978;Clark,1977;村 上 ・公文 ・佐藤、1979)

これらの仮説のすべてを検証するためには、広範な比較 ・歴史的研究が必要 となるであろ

うが、それは本稿 および筆者のcapacityを超 える。そこで本稿では、比較的近い過去に起源

を求めている① を検証 してみたい。そのための作業としては、1.近世以降の状況依存性の存
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続の確認、2,中世 における規範の現象形態の検証、が必要となろう。

(2)近 世起源説の検証

1.近 世における規範

日本 における規範の状況依存性が近世起源であることを示唆す る文献は、前節で挙げたよ

うに幾つかあるが、本小節および次小節では、本稿の問題関心にとって最 も詳細かつ説得的

な議論 を展開 している中村牧子(1988、1989)に 沿って、近世お よび近代の検証をしてみたい。

まず 中村(1988)は 、日本社会の特 質を説明す る視点 として 「紛争処理 を巡る決定手続 き」

に焦点 をあてているd5)。中村によれば、近世 日本にお ける紛争処理は、次の三段階の 「テク

ニック」によって行われていた。すなわち、①根回し、② 自己変更的態度 、③訴訟、である。

以下、これらのテクニックと、その背後にあってそれ らを成立させている社会関係の在 り方

を、 この論文に従 って見てい くことにする。

まず、第一のテクニック 「根回 し」 とは、一般に次の ような手続 きである。

当事者a,b間で生 じた紛争的事態は、まず、当事者a,bと 「親密 な関係」にあるもう一人の成

員cの 所に持ち込まれる。つまり、集団成員は、互いに相違す る判断を直接ぶつけあうこと

鯉 、両者のいずれ にとって もそうした親密者であるcに各自の判断 を述べ、cに よって

発見 された両者の合意点、つま り彼 らの判断が折 り合 う点を示 してもらい、その線で合意

するという方法 をとる。(中村、1988、p.21、 下線原著者)

この場合cと は、a・bの 属する集団の"top"で あるか、あるいは逆に、cが その ような役割

を果た し得ることによって、cを"top"と する集団が形成 される。そして、cの もとで解決で

きない紛争は、c自 身の親密な上位者であるdの ところに持ち込 まれ、「dによって示 された策

を自己の(た だ し上位集団の一員 としての自己の)解 決策として当事者 に与えることがで き

る」(同所)。

しか し、この 「根回 し」が最終決定までに完全に遂行 される とは限らない。そ こで、最終

決定の場で行使 される微調整としてのテクニ ックとして、第二の 「自己変更的態度」が発 動

される。 このテ クニックは、「最終決定の場 において、人々が 自分の見解を一度 は述べ るも

のの、やがて自発的に譲 り合い、撤回しあっていくことにより、些か不一一一致な点 を残す全員

の見解、または若干の修正要求を、一つの統一見解にまとめあげていく技術」(同上、要約 、

p.7)である。ここで、「topであるcは 、人々の見解を率先 して 『体現する』 ことによ り、決定

を方向づけるのに一役買 うことになる」(同所)。

さて、上記二つのテクニ ックにおいて注 目されるのは、どち らにして も集団の長が決定的

な役割 を果た している点 である(16)。最終的決定は、一見成員達 自身に よってなされるよう

に見えるが実はそうでは なく、集団の長が行 うことになっている。そ してある集団の長は、
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上位集団の成員として、今度はその上位集団における成員間の、あるいは上位集団全体の決

定 においては、当該上位集団の(つまり一ランク上の)長の調整を受ける立場 になる。 この意

味で、各集団の長 は、その集団とそれが直属す る上位集団の結節点 となっている。そ してこ

の 「参照連鎖」は、究極的には 「公儀」=将 軍に、あるいはもう一 ステップ上がるな らば天

皇 に、一元的に収敏 している。中村 によれば、 こうした 「諸集団の重層」が、近世(以 降の)

日本の 「全域的」 な 「秩序」 であったが、この重層構造を構成する各集団こそ、従来の 日本

社会論で指摘されて きたところの 「イエ(家)」である(e.g.川 島、1950;村 上 ・公文 ・佐藤、

1979)。

ところで、「根回 し」や 「自己変更的態度」が確実に実行 されるのは、このような 「《イエ

の重層》」それ自体のゆえであるとは言い難い。なぜ なら、「彼 らが参照行為によって確定

した上位集団が、今度は彼 らに 《イエ》の維持 を上か ら命 じて くるように見孟ゑからといっ

て、彼 らが 《イエ》を維持 しているのは、 《イエ》が直に彼らを拘束するか らではない」か

らである(中村、1988、p.34)。 あるいは、よりミクロな視点で見れば、「個々人の要求が持 ち

込 まれた際 にそれを実現 させ るべ く骨 を折る」行為 を集団の長に常 に期待で きるため には、

それを可能にするような 「親密な関係」が、集団の長と各成員の間に常日頃から構築 されて

いる必要がある。 この 「親密 な関係」 こそ、従来日本における伝統的主従関係 に特徴的であ

るとされて きた 「無限定的奉仕」の関係である。この種の関係は、二者間の相互給付が、互

いにそれぞれ明確 に限定されてお らず、集団の長あるいは成員という役割を超 えて行われる

ことを特徴 とし田)、しばしば 「全人格的」と形容され、また家族関係に喩 えられる。

さて、「根回 し」「自己変更的態度」 によって も解決されなかった紛争は、第三の、そ して最

終のテクニ ックとしての 「訴訟」に委ねられることになる。これは、当該集団の紛争を直接そ

の上位集団に持ち込むことで、先程の例で言えば、持ち込み先が同 じ当該集団の長cで あって

も、 この場合はcは上位集団の一員 と目されてい るG8)。この 「訴訟」 は、次の 二つの特徴 を有

す る。第一に、この段階に至って初めて、一種の 「法」 としての 「裁許」が、上位集団か ら下

位集団に与えられるが、「それは、西欧のように 『正義発見』の作業 としてではなく、『(両

当事 者の言い分 を聞いて)そ の対立 点 を解消 させ る作 業』 と して実行 される」(同 上、

p.44)(19)。第二に 「訴訟」は、いわば集団の長の頭越 しに(た とえ訴え先が彼本人であって

も)問 題 を上位集団に持 ち込 むこととなるため、それは 「義務の無限定性」(20)を帯びた日

常の信頼関係の 「切断」を、そ して 「集団内 〈秩序 〉への違背」 を意味 し、極力回避 される

べ きであるとされる。

中村は、以上の紛争解決様式はあ くまでもモデルであり、必ず しも史料にこの通 りに現われ

ているわけではないとしているが(中村、1994)、 紛争の顕在化を回避させようとする規定は、

特 に村法 などの下位のレヴェルの成文法規範 にしば しば見ることがで きる(2D。 また、当時

の民事裁判 にほぼ該当する 「出入筋」において、当事者間の和解である 「内済」が強 く勧奨

されたことは法制史学上周知の事実である(22)。さらに、「訴訟」の個別主義的な解決 も、「出

入筋」の裁許の記録から確認することができる(e.g.「裁許留」「別留帳」平松監修、1973所

収;「 出入物下裁許 申渡井例書」平松監修、1977所 収)。では、近世 における以上のような紛
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争処理様式は、本稿の問題関心からはどの ように見えるだろうか。第一 ・第二のテクニ ック

である 「根回 し」と 「自己変更的態度」は、どちらも個々の詮争を顕在化 させることを避け、

それをその状況に特異的な利害関係の調整 という形で解決 しようとするものである。確かに

それは、上に見たように、「無限定的奉仕規範」の磁場の中でなされる。 しか しこの 「規範」

それ自体が、集団内のあ る行為者 とその長あるいは対等の行為者 との特定的な関係を律する

ものである以上、それは定義 より 「個別主義的」すなわち状況依存的である。「内済」を勧

奨 した当局の方針 もまた、判例法の形成を妨 げ(石尾、1975)、状況依存性 を助長 した。さら

に第三の 「訴訟」にして も、この語から通常推察されるように何程か普遍主義的な規範に則

って行 われるわけではな く、これ また個別的な利害調整が主になるということは前述の通 り

である。したがって、近世の紛争処理様式およびそこに顕れた限 りでの規範(意識 ・認識)は 、

す ぐれて状況依存的であったと言い得る。

では、これを近世の規範全体にまで一般化 してよいだろうか。

まず、法規範一般について見ると、京都の御所内で辛 うじて命脈 を保っていた律令法を除い

て、近世には体系的な法典が殆 ど存在 しなかった。幕府法については、「武家諸法度」 や

「禁中方御条目」 などがその例外 と言 えなくもないが、これらとて も、「文武忠孝」の奨励 な

ど数条 に足らぬ道徳的教訓の他は、参勤交代の義務や新規築城の禁止といった個別的行動規

範であ って、理念的体系性 を有する ものではない。しか も、こう した行動規範は、武士(「武家

諸法度」)や皇族 ・公家(「禁中方御 条目」)、宗教関係者(「諸宗諸本山法度」)、庶民 といっ

た身分別 に異なって定立された。かかる個別主義的性格 は、徳川時代の 「公式」のイデオロ

ギーとされ、実際にも支配的なイデオロギーとなった儒教規範からしてそもそも具えていた

ものであった(23)。この他 に一般に流布 した法規範と言 えば、必要に応 じて公布 された 「鰯」

や 「達」のみであった。幕府法のか くの如 き在 り方は、それをモデルとして各々の藩におい

て出された藩法 にも当然共通 していた。

また、刑事裁判にあたる 「吟味筋」では、判例集 として 「公事方御定書」(「御定書百箇

条」)が編纂 されるなど、「普遍主義的配慮がなかったわけではない」(石井、1986、p.237)(24)

が、同罪でも身分によって刑罰が異 なるなど、上述の諸 「法度」 の個別主義的性格がここで

も見 られる。さらに、「出入筋」で勧奨 された 「内済」が、刑事事件たるこの 「吟味筋」にお

いてさえ場合によっては(被告人関係者のみならず、「公儀」にも)歓迎されたようである(25)。

そもそ も 「幕藩体制において 「法」 といわれたものは、 もっぱら行政、警察関係の事柄に限

定されていた」(石井、1986、p.238)が 、その 「法」 も、「社会通念つま り慣習法上 『理」 と

されるはずの ものも、「法度』の前 には通用せず、その 『法度』 もそのときの権力によって 自

由に制定 ・改廃 されるものだ、という認識を示」す有名な法諺 「非理法権天」(同所)に明 ら

かなように、普遍主義と呼ぶには程遠いものであった と言わざるを得ない。

2.近 代(=戦 前}における規範

前小節で、近世 における規範がす ぐれて状況依存的であることを確認 した。では、近代 に
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入ってもそれは言えるだろうか。

「維新」 だからとて、それを境 として 日本の社会が一変 してしまったわけでは勿論 な く、

農村や伝統的商家においては、前小節既述の社会関係の基本的様式 は近代を通 じて存続 した

と見られる(e.g.有賀、1968、1970、etc.;中 野、1978、1981)。 しか し、これはある程度汎世

界史的に言えることかも知れないが、 日本近代社会は、近世と比べ たとき、その 「秩序編成

技術」に関 して、大 きな違いがある。それは、近世社会が 「市民を分割 し更にそれぞれの生活

圏を細分 し、人々がその境界 を越えて出会う可能性に対 して極めて神経質」な 「〈固定 〉型」

の社会であったのに対 し、近代社会は 「維新早々になされた身分間婚姻や地域的移動の自由

化のように多様な社会的移動 の可能性 を個々人に与えた」「〈流動〉型」社会であった という

点である(中村、1989、p.53)。 これに伴って、近世では土地に拘束 されてい た人々が、そこ

での生活 に見切 りをつけて、賃金労働者として新興産業 に従事するという移動が始 まった。

しか し、彼 らが新天地 において形成 した(あ るいは、させ られた)の は、新た な 「イエ」であ

った(26)。これは、「明治政府の政策 レベルにおいても、新 しい手続 きの導入のかわ りに、rイ

エ とwば た のrの 」(同上、p56、 下線部原著傍点、以下同)と しての戸主

制度 として推進された(27)。この制度は結局、「amomhな ままに出会 っている彼 らを共通の上

ウ の と こ,、'る ・ と てイエ'{`の ㌧球だのための'と て

機能させ ようとするものである」(同上、p.54)。新 たに形成 された集団がまた しても 「イエ」

である以上、そこにおける決定手続 きは 「根回し」および 「自己変更的態度」であった(28)。

しかし、近世における決定手続 きはこれら 「内部」的手法だけではな く、いわば 「イエ」

の 「外部」 に決定 を委ねる道が(ネ ガティヴな選択肢ではあったが)存 在 したのであった。

すなわち 「訴訟」である。 この選択肢 は近代ではどのような形をとったのだろうか。

明治初期には、まだ紛争表面化回避規範がさほど効力を失っておらず、また 「訴訟」が提起

されても、近世の 「内済」を受け継ぎ、和解を勧奨 ・説得する「勧解」制度によって、裁判 によ

る決着まで持ち込 まれることが抑えられた(29)。ところが明治20-30年 代以降、賃金労働者の増

加に伴って「イエ」の乱立が生 じ、その「内部」で処理 しきれない紛争 も増加 してきた。ここで

参照先とされたのは他ならぬ国家であったが、一方国家の側は、明治当初か ら導入 されてい

た司法制度 を実質的に機能 させ始め、「近代的な法典に拠 り弁護士を用いつつ判決を下す技

術 をもって 『外部』手続 きに積極的に介入する機関と化 していった」(同上、p.59)(30)。しか

し、 この事実は、西欧近代の普遍主義的論理(後編参照)の導入を意味するものではない。な

ぜ なら、「西欧の論理に即 していうならば、『近代』的な手続 きは、両当事者が共有 している

はずの相互行為のルールを発見するプロセスであ り、近代法典は、書 き出されたルールその

もののはずである」が、「日本社会にあったのは、対立 といっても正義 を巡るそれではなく

て利害対立であ」った(同上、pp.59-60)か らである。戦後のデータであるが、六本(1971)の 調

査結果には、「当事者がそれぞれ頼んだ弁護士1と 弁護士2と は、話 し合って両者の利害を

折 り合わせることを一般的な解決とみなす」(中村、前掲、p.60)傾向や、「法律的正義の実現能

力 よりも、む しろ当該紛争に関連す る法律的知識 と、仲介能力」(同所)が弁護士 に期待 され

る傾向が顕れている。後述するように、戦後の歴史においては状況依存性を昂進させる特筆す
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べ き要 因 は 無 い と思 われ る が 、 こ と民 事 訴 訟 の 在 り方 に 限 っ て 言 え ば 、そ れ を大 き く転 換 さ

せ る要 因 は、 さ ら に近 代 後 期 まで 遡 っ て も見 あ た ら な い 。したが っ て、日本 近 代 の 「訴 訟 」 に

お い て 、 西 欧 近 代 的 司 法 制 度 が 取 り入 れ られ た とは 言 っ て も、 そ れ が具 体 的 に利 用 さ れ る 際

の論 理 は 、西 欧 近 代 的 普 遍 主 義 で は な く、 依 然 と して 状 況依 存 的 な そ れ で あ っ た と推 定 さ れ

る。

以 上 で 、極 め て 概 略 的 な が ら、近 世 か ら戦前 の 日本 に お け る規 範 の 状 況 依 存 性 は 確 認 され た 。

で は、今 日に 至 る 戦 後 の歴 史 は 、日本 の 規 範 に と って どの よ うな 歴 史 で あ っ た の だ ろ う か。 近

代 は 、 時 期 に よ っ て 程 度 の 差 は あ れ 、 「西 洋 的 な る もの 」 を積 極 的 に移 入 した 時代 で あ っ た

が 、規 範 に 関 して 言 え ば 、叙 上 の 如 く状 況依 存 的 近 世 を引 きず っ て い たの で あ っ た 。 これ に対

し、 太 平 洋 戦 争 で の 敗 戦 お よび 連 合 国 に よる 占 領 政 策 は 、 明 治 維 新 以 上 に 抜 本 的 な 社 会 変 革

であ っ た と言 え る か も知 れ な い 。 そ れ は無 論 、 法体 系 の 改 変 や 農 地 改 革 な ど社 会 関 係 の 変 革

を は じめ と して 、 明 らか に 西 欧 近代 的 二普 遍 主 義 的 な 方 向 で の 変 革 であ っ た。 そ して 、 そ の

後 現 在 に 至 る ま で 、 状 況 依 存性 を昂 進 させ る 大 きな 要 因 は 見 出 さ れ な い よ うに思 わ れ る。 に

も拘 わ らず 、1章 で 見 た 如 く、現 在 の 日本 の規 範(認 識)に 状 況 依 存 性 が 観 察 さ れ る(31)とい う こ

とは、 そ れが 少 な くと も近 世 以 来 の 「遺 産」 で あ る と しか 考 え ら れ な い。 い ま 「少 な く と も」

とい う表 現 を使 っ た が 、 そ れ で は 、 こ の 「遺 産 」 を残 した の は 、 い つ の 時 代 の 我 々 の 祖 先 で

あ ろ う か 。 後 編 で は、 既 に 見 た 近 世 の 前 の 時 代 、 す な わ ち 中世 の 規 範 を検 証 す る こ とで 、 こ

の 疑 問 を追 究 して み た い 。

註

(1)本稿 は、1995年に京都大学大学院教育学研究科 に提 出 した修士論 文に若干の修正を加 えたものである。

(2)この箇所 に続 く次 の記述 は、後に行 う歴史的検討 に密接 に関連 する。「そ して他方 では当事者 の方にも、

生来の とは言わぬ まで も長年 の習慣た る和合調整(conciliation)の精神がある。 この精神 は、相互依存の共同

体にお いて統治者の庇護の もとに生きるこ とを多かれ少なかれ余儀な くされてきた伝統的風土の中で、人

人の間 の深刻な争い を避けた いという顧慮 に裏打 ち されている。 これらの古来の傾 向は、西欧的 な法体系

の採用後 にも残 り、 日本人の法的メンタリティの中で独特な共生体 をな しているので ある。」

(3)次の ような諸表現 も、意味あ いに微妙 な差異はあろ うが、「状 況依存性(的)」 とほぼ同義 と考えて よいであ

ろう。 「状況的」「個別 ・状況主義」(濱ロ、1966)、「状況中心型」(濱口、 且977)、「個別主義」「状況倫理」

(作田、1964)。

(4)考察 の対象として規範を選 んだのは、次章で述べ るように、規 範なるものは、その本質上、原理的に状況

依存性 と相容れないゆえに、寧ろ逆に、状況依存性 が最 も鮮明 に顕れる局面である と考えられ るか らであ

る。

(5)この定 義は、他の辞(事)典の定義よ りやや狭いが、本稿でこの定義を採用 したのは、 「規範」 をかか るもの

と限定 して取 り扱 うためであ り、他の定義 と比較 して より適切 であると考 えたわけではない。格別不適切

とも思 わないが。

(6)かか る事態の恰好 の例 として、山本(1983)は 、1980年 に発覚 した 「自衛隊 スパイ事件」に関す る同年1月20

日付の読売新聞社説中の 「憲法が戦争 を放棄 し、戦力の保持を禁 じてはいて も、 自衛 権の行使 は、自然法 に

基づ く国の普遍的 な責務で もある」なる箇所 につい て次のように論 じてい る。

この言葉はさまざまな問題 を含む。まず 日本の基 本法 には 「憲 法」 と 「自然法」の 二つがあ り、憲法で否
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定 されて戯 自然法で認め られる もの は合法的で あるとい うことになる 。となれば、憲法 よ りも自然

法が優先 し、また憲法 自体が 自然法に違反 してい る というこ とになる。 このことは、逆に憲法で 許され

ていて も、自然法 に抵触す る ものは非合法 というこ とにもなる。(中略)こ の自然法 なるものはそ の内容

が明確 でないか ら、それに基づ く審査 権は、立法権 に等 しい ものになって しまう。 ではその立 法権に等

しいもの をだれが もつのか。 この社説 を見る と、そ れをまるで新聞がもっているかの如 き観があ る。(中

略)で は新聞は、そ う主張で きる正統性 をもつのか。その正統性 は何を根 拠に しているのか。 こ れはあ

る意味において 正統性の恣意的な創出であ り、独 裁権の主張である。(pp.10-ll、下線部原著傍点)

(7)「型の変 数」を含む この時期のパ ーソ ンス理論が、 この 日常的感覚 を払拭す る程の説得 力を有 して いると

は、少な くとも筆者 には思われない。

(8)上位規範の有無は それ 自体興味深 くかつ重 要な トピックではあるが、本稿で は等閑視す る。

(9)ここでは関連先行研 究 としてパ ーソンス理論 をとりあげたが、本稿はこの時期のパ ーソ ンス理論 の総体の

当否を問 うものではない し、況やそれに依 拠する ものではない。

σ0)実際、パー ソンスは.二分法的 に捉えていたようであ る。「私 たちが述べた ような変数(;型 の変 数)は、あ

れかこれかの二分様式 であ り、連続では ないことが 強調 されるべ きであ る。 一連の具体 的行為にお いて、

人は部分的 に 『感情 的』であ り、部分的 に 『中立的』 であ りうる。 だが、この連続は一つび とつの 二者択
一から構成 されるだろ う

。個々の選択においては、なかばr感 情 的』、なか ば 『中立的』 であるこ とはで き

ない。同 じことは他 の型の変数に もあては まる」(パー ソンス、1954=1960、p.145、0内 引用者)。一 方、濱

口はこの点 について明確 には述べ ていないが、「基準 系」が全 く機 能 しなくなるといったケースは想 定され

ていないか ら、 どち らかと言 えば連続的に捉 えている と見 られる。

(lD場 当 り的行為の背後 に 「隠れた規則性」 があるか ど うかは、明 らかに別問 題である。現実 にはそ うした

ことは問題 になるが 、それは経験 的に明 らかにすべ きであって、規則性が発 見されない以上、それ を存在

す るものと して語 ることは不 当である。

(12)但 し、先 とは逆の場 合、す なわ ち規範が全体と しては状況依存的であると きに法規範のみが普遍主義的

である とい うケース(例 えば 「後進」国が西欧 「先進」 国型の普遍主義的法規範を継受 する場合)は 十分

あ り得 るので、普遍主義的法規範の扱 いには注意 を要す る。

(13)これをいつ とするか は議論 が分れるであろ うが、本稿では一応 、少な くと も大和朝廷の成立以前 である

としてお く。

(14)日本における規範の状況依存性 の発生原 因は何か、 とい う問題 が従来 この通 りの形では明確 に存 在 して

はいなかったので、 ここに例 と して挙げる諸著作が 自らの主張 をこの問題についての仮説 として提 示 して

い るわけで はない。それゆえ、この分類 はあ くまで も本稿の視点 か ら、本稿 の関心 に即 して行った もので

ある。 また、臆測 ・臆断の類 も本稿では便宜 ヒ 「仮説」 と呼んでお く。

(15)そ の理 由は、中村に よれば、 まず第一 に、それが、現実に存在 する一つの社会その ものを説明 しようと

する ときの二つの要請、す なわ ち、①他 の社会と比較 し得る基盤 の上で語る こと、② そのために対 象 とす

べ き、一般 に社会に とって不可欠 な現象 を成立 させてい る仕組み を明 らかにすること、 を共に満 たすこと

がで きるか らである。 なぜ なら、紛争処理 手続 きは、相互行為の在 り方に関 して集団の成員間に何 らかの

判断の食い違いが生 じたとき、それに対 して 「とられるべき相互行 為の在 り方を示す」 「集団内相互 関係 を

規制する基本的な作 法」(中村 、1988、 要約 、p.2)であ り、またそ れは、一現象 たる人間関係ではな く、紛争

という危機 に際 して、ある特定の方向を示す ことに よって、それ を維持 させ る具体的な メカニズムである

か らである。 さらに、この視点は、本稿の 関心に とって も有意義であると思 われる。なぜなら、紛争処理

という過程は、解決 に向けて一つの方向 を示そ うとする過程であ り、その方 向決定のパ ターンは、 その社

会における規範の特 質を最 も明瞭 に示す ものの一つで あると考 えられるか らである。

(16)そうで ない決定様式 も無論有 り得て、中村(1988)で もそれは決定様式を大 き く分類す る一つの軸 とされて

いるが、これについ てはIV章(後編)で紹介する。

(17)武家社会においては、石井(1986)や 中村(1988)に も引用 されてい る次の家訓が恰好の例 となろう。

主人 は扶持米給金 をくれるを恩 にかけず 、家来の ほね折て奉公するを恩 に受て悦ぶ は、主人の義理也。

家来はほねを折て奉公するを恩 にかけず、主人よ り給 はる扶持 米給金 を、恩 にうけてかた じけな く、主
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人の為には一命をもすつべ しと思 ふは、家来の義理也。(「貞丈家訓」、石井紫郎 編(1974)所収)

また、農村 については有 賀(1968、1970etc.)の 、町人社会 については宮本(1977)・ 中野(1978、1981)の 経験

的研 究な どが これ を見出 している。なお、岩田(1977)に よると、 この 「無 限定的奉仕」 関係(岩田の用語 で

は 「義務の無限定性」)は、いわゆる 「日本的経営」 の存立に不可決の 「編成原理」 として、企業をは じめ

とする現代 日本の諸組織に も見 られるという。

(18)中村 の挙げて いる例で言 えば、ある村 落における紛争を、その村落の長 と しての、ではな く、「公儀」 の
一員 としての下級役人(「庄屋」など)に訴 える場合が これで ある

。

(19)これ に関 して、中村は次の石井(1986)の記述 を引用 している。「紛争の解決にあたってある事件の具体的妥

当性 が第一次的 に考慮され、個 々の解決が相互 に矛盾せず、全体 として整合性 をもつか否かにはそれ ほど

配慮 がなされてい ない。す なわちここでは普遍主義的(universahstic)でな く、個別主義 的(panicularistic)な傾

向が みられるのである。」(p.239)

(20)註(17>参照。

(2D典 型的な条文例 を挙げてお く。

村 方之内公事諄論ケ間敷儀 申出候 者出來候ハ ・村役 人ハ不 申及頭 百姓立会百姓迄 も立会双方委 ク遂吟

味 少茂贔負之沙汰を不 申随分利害 を説 聞せ村方内輪二而事納 ノ様二いた し御役所沙汰二成 リ候而ハ其身

之 難儀ハ不 申及村方困窮 滅亡之端二罷成候事能 々相考可申事(天保十五年尾張國 知多郡藪村村方之條 目、

前 田(1950)所収)

村 内に萬事出入事無之様可致候事

若 し萬ケー心違 ひ有之候而相濟不 申候節は組合之者相願早 々相濟 し可 申候事(文久二年三河國幡豆 郡伊

藤村村中取極、同上所収)

(22)場合によっては、「公儀」当局は訴訟手続の不備 などに対す る刑事罰をち らつかせて威嚇 しつつ、「内 済」

を半ば強要 した(中田薫、1943;林 紀昭 、1977)。

(23)この点 につい ては既にベ ラー(Bellah,1957=!962)の 指摘があ る。

(24)この箇所に続 いて、「しか しその反面、民事裁判の規準 に関 してはこの ような努力が払われていないとい

う点 に、個別主義の優位を見出すこ とができるので ある」 という指摘があ る。

(25)水本(1987)は、ある盗みの一件で公の裁判を回避 しようとした高田藩の例 を挙げている。

(26)例えば財閥住 友では、「末家 と称 して長年の使用人 との間に擬制的家族 関係 を構成 したが、 この ような形

式 を とらず普通 の雇傭関係 であったにせ よ、財閥 の 「家」の総家長が主君(天皇)であ り、各 家の長が皇族

であ り、一族以外 の財閥企 業勤務者はすべて家臣であ るとい う身分関係 は一般かつ不変であ った。(中 略)

財閥の直系会社 は、それが いかに大会社であろう とも、族員 以外 の会長、社長、総理事等は、つま り家 臣

であ って、総家長および一 族に恭順 に事 えなければ ならなか った」(福島、1967、p.394)。

(27)具体 的には、他 処来住人お よび奉公 人 を受入家主 または雇主の戸籍に登録 し、後二者が前二者に対 して責

任を負 う 「寄留 」制度がこれにあたる。

(28)い ささか特殊 なケースではあるが、財 閥三井の家憲 にこのこ とを窺わせ る条文が 見 られる。 「同族間二如

何ナ ル争 ヲ生ス ルモ裁判所 二出訴スル コ トヲ許サ ス此場合二於 テハ先 ツ同族会ノ指定 シタル裁定者 ノ裁断

ヲ請 フヘシ」(第i`四 条)

(29)早 くも1876(明治9)年H月27口 、「民事 ノ詞訟ハ可 成一慮匿裁 判所 ノ勧解 ヲ乞 フベ ク此 旨諭達 候事」 との司

法省布達(甲第且7號)が出されてお り、 さらに、茨城県の伺に対する1883(明 治16)年10月23日 の同省の指令 に

は、 「人民相猛ノ間二起ル訴訟ハ商事 二係 リ急速 ヲ要スル事件 ヲ除クノ外 必ス勧解 ヲ経ベキモ ノ トス」 とあ

り、 この頃には まず もって勧 解を受 ける ことを強制 されてい たことが窺 われる。 この勧解制度 の下での民

事訴 訟 において は、「受理件 藪中、裁判 になる ものは十件に封 して一件 の割 にも當 」 らなかった とい う(元

大審院部長磯谷幸次郎の証言。 日本法理研究會編 、1942、p36)。

(30)1890(明治23)年 に民事訴訟 法が公布 、翌年に施行 されている。

(3D本 節のここまでの考察を経 た うえで さらに付け加 えると、石田(1985)は 、日本で は 「内済」 的な 「日本型
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紛 争 処理 」(実 は 「紛 争且 避 」)の 有効 性 が組 織 内に お い て は今 なお 失 われ て い ない こ とを指 摘 して い る。
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